
令和８年第４回たつの市教育委員会定例会議事日程 

 

と き 令和８年４月２８日（火） 

       午後１時３０分 

ところ 市役所新館３階 ３０１、３０２会議室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 教育長諸報告 

（１） たつの市議会５月臨時会・６月定例会の日程について 

（２） 令和８年度運動会（小学校）・体育大会（中学校）の日程について 

（３） 市内学校園の園児・児童・生徒数、学級数の状況について 

（４） 新宮地域小中一貫校について 

（５） 不登校・いじめについて 

 

４ 議事 

  報告第 ６号  たつの市教育委員会事務局職員の任免について 

  報告第 ７号  たつの市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

  報告第 ８号  たつの市学校給食センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

制定について 

  報告第 ９号  たつの市学校給食費の徴収等に関する規則の一部を改正する規則制定につ 

いて 

報告第１０号  第１９回たつの市美術展運営委員会委員の委嘱について 

報告第１１号  たつの市立室津民俗館専門委員の委嘱について 

報告第１２号  たつの市立室津海駅館専門委員の委嘱について 

報告第１３号  たつの市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

報告第１４号  たつの市スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について 

  議案第 ８号  たつの市指定文化財の指定について 

議案第 ９号  たつの市人権教育推進委員の委嘱について 

  議案第１０号  たつの市人権教育アシスタントの委嘱について 

  議案第１１号  たつの市人権学習資料作成委員の委嘱について 

  議案第１２号  たつの市教育委員会委員の辞職の同意について 

 

５ 自由討議 

 

６ 次回教育委員会開催予定日   令和８年５月２６日（火） 午後１時３０分～ 

〃    開催場所   （新館３階 ３０１、３０２会議室） 

  次々回教育委員会開催予定日  令和８年６月  日（ ） 午後 時 分～ 

     〃    開催場所   （               ） 

 

７ 閉会宣言 
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令和８年第４回たつの市教育委員会定例会会議録 

 

と き 令和８年４月２８日（火） 

       午後１時３０分 

ところ 市役所新館３階３０１、３０２会議室 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

ただ今から、令和８年第４回たつの市教育委員会定例会を開会しま

す。 

それでは、会議録署名委員の指名を行います。 

 

＜ 会議録署名委員の指名 ＞ 

 

次に、会議の公開又は非公開の決定を行いたいと思います。 

教育長諸報告のうち、（５）不登校・いじめについては、たつの市

教育委員会会議規則第９条第１項第７号の規定により、議事の議案第

９号「たつの市人権教育推進委員の委嘱について」、議案第１０号「た

つの市人権教育アシスタントの委嘱について」及び議案第１１号「た

つの市人権学習資料作成委員の委嘱について」は、たつの市教育委員

会会議規則第９条第１項第２号の規定により、議案第１２号「たつの

市教育委員会委員の辞職の同意について」は、同規則第９条第１項第

７号の規定により、非公開にすることが適切であると思われます。賛

成の方は挙手願います。 

 

 ＜ 挙 手 ＞ 

 

賛成が出席委員の３分の２以上の多数と認め、非公開と決定しま

す。 

先に公開案件を審議した後、非公開案件の審議を行います。 

 

それでは、教育長諸報告に入ります。 

（１）たつの市議会５月臨時会・６月定例会の日程について、事務

局報告願います。 

 

 たつの市議会の開催日程について、第２回臨時会が５月１９日火曜

日に、第３回定例会については、６月４日木曜日に第１日、１０日水

曜日に福祉文教常任委員会・分科会、１８日木曜日と１９日金曜日に

一般質問が行われ、２５日木曜日が最終日となっています。以上です。 

 

 一昨日の日曜日にたつの市議会議員選挙があり、新たな２０名が決

定しました。新人と元職の５名が新たに議員となられ、５月１９日の

臨時会が最初の議会となります。 

以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

 ご発言ないようですので、次に（２）令和８年度運動会（小学校）・

体育大会（中学校）の日程について、事務局報告願います。 
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事務局 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

 令和８年度運動会・体育大会への出席についてご依頼いたします。 

お配りした資料により、割当ての学校へ出席をお願いします。開会の

概ね１５分前には学校へ参集いただきますようお願いします。また、

雨天の場合は各委員に電話連絡させていただきます。以上です。 

 

 各委員におかれてはそれぞれ割当ての学校に出席をお願いします。

各学校からの案内はしないこととしていますので、各委員が出席する

運動会の前日に、担当職員からショートメールか電話で個別に連絡す

るようにしてください。 

運動会・体育大会の日程について、何かご意見、ご質問等はござい

ませんか。 

 ご発言ないようですので、次に、（３）市内学校園の園児・児童・生

徒数、学級数の状況について、事務局報告願います。 

  

 それでは、小学校から説明します。児童数の合計は３，４００名で

昨年度と比較して１６１名の減となっていますが、特別支援学級児童

数は２８５名で１７名の増となっています。学級数については１９０

学級となっており、昨年度と比較して５学級の減となっています。次

に、中学校についてです。生徒数の合計は１，８７５名で昨年度と比

較して４８名の減となっていますが、特別支援学級生徒数は１０８名

で２４名の増となっています。学級数については７５学級となってお

り、昨年度と比較して２学級の増となっています。次に、過去５年間

の推移の表について説明します。小学校、中学校ともに人数は減少傾

向ですが、特別支援学級在籍児童生徒数は小学校、中学校ともに増加

が続いています。各学校の詳細については、資料をご覧ください。以

上です。 

 

 小宅小学校の人数が１，０７３名となっていますが、前年度と比較

すると減少しましたね。 

 

 はい、おっしゃるとおりで４２名の減となっています。 

 

 小宅小学校の入学式に行かせていただきましたが、今年は１年生が

２クラス少ないとお聞きしました。 

 

 中学校は、今年から１年生が３５人学級となり、２年生と３年生は

以前と変わらず４０人学級となっています。 

 

 龍野東中学校が１クラス増、新宮中学校が１クラス減となりまし

た。 

 

 続いて、保育所・こども園の園児数の状況についてお願いします。 

 

 それでは、園児数の状況について説明します。はじめに、公立保育

所・こども園の園児数は、前年度と比較して３６名減少し、７２８名

です。そのうち０歳児から２歳児は４名の減少、３歳児から５歳児は
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

３２名の減少となっています。私立保育所・こども園の園児数は、前

年度と比較して３２名減少し、１，２８６名です。そのうち０歳児か

ら２歳児は１名の増加、３歳児から５歳児は３３名の減少となってい

ます。市内全体の園児数は、前年度と比較して６８名減少して２，０

１４名、そのうち０歳児から２歳児は３名の減少、３歳児から５歳児

は６５名の減少となっています。園児の減少の原因ですが、０歳児は

前年度比で９名の増加、２歳児は増減なし、４歳児は３９名の増加と

なっている一方、１歳児、３歳児、５歳児については、合計１１６名

の減少となっています。結果的に０歳児から５歳児までの人数は６８

名の減少となっており、結果的に人口の減少によるものと考えられま

す。各園の内訳については資料をご覧ください。以上です。 

 

 たつの市では、保育料の無償化に伴い、３歳児から５歳児の９８％

か９９％は公立か私立に入園しています。一方で０歳児から２歳児ま

では家庭の状況により入園している、入園していないという状況で

す。結局のところ、４歳児となる子の出生数が多かったということで

すね。 

 ところで、今年度からこども誰でも通園制度が始まり、利用者もい

るかと思いますが、その利用者はこの園児数にカウントされるのでし

ょうか。 

 

 いえ、園児数には含まれません。 

 

 私立園でこの制度を実施いただきますが、その利用者はこの園児数

には含まれないということですね。 

 

 参考となりますが、現在４０名が認定を受けており、そのうち２７

名が利用を開始していると聞いています。 

 

 全体を通して、児童・生徒数、園児数について、何かご意見・ご質

問等はございませんか。 

 ご発言がないようですので、次に、（４）新宮地域小中一貫校につ

いて、事務局報告願います。 

 

 小中一貫教育推進課から報告します。従前から開校準備委員会を開

催しているところですが、今年度は校章を定めることになっており、

決定次第、お知らせいたします。同時に、校歌や小学校の制服につい

ても協議しており、令和１０年度の開校に向けて準備を進めていると

ころです。以上です。 

 

 建設工事について、お手元にお配りしている資料で現況をお知らせ

します。資料の左上の図面が計画図、左下が工事範囲の図面となって

おり、赤色で囲った範囲が現況の工事エリアとなっています。白抜き

となっている体育館と運動場は授業等で使用しています。資料の右側

には４月１７日時点での工事箇所周囲の写真を掲載しています。撮影

から少し日数が経過していますので、実際はもう少し進んでいるかと
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教育長 

 

事務局 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

教育長 

 

 

 

委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

思います。工事の打ち合わせの際、外周も確認していますが、工事業

者により適切に管理されています。進捗状況についてですが、４月３

０日の見込みで全体の４．２％、解体は概ね７０％、校舎については

６０％程度、プールについては解体が完了しました。旧給食センター

の解体は８０％程度、スポーツセンターの改修は４０％程度となって

おり、全体的には若干遅れ気味という状況となっています。現在のと

ころ、近隣から特段の苦情等はありません。中東情勢による資材不足

が懸念されるところですが、必要な調整をしつつ、適切に進めたいと

思っています。以上です。 

 

 北学校給食センターの業務に支障はありませんか。 

 

 はい、大丈夫です。 

 

 通学や仮設校舎での授業等について、新宮小学校から苦情や相談は

ありませんか。 

 

 今のところ特に聞いていません。 

 

 わかりました。現状としては順調に進んでいるところかと思いま

す。 

 以上のことについて、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

 

 解体工事が始まって、音楽の授業に支障はないのか少し気になると

ころです。 

 

 写真にもあるとおり、建物の解体に伴って防音や粉塵の飛散防止の

ための幕が設置されています。この幕がある間はある程度の騒音は抑

えられていると思いますが、解体が終了し、幕が外されると音が大き

くなるかもしれません。 

 ほかに、ご質問等はございませんか。 

 特にご発言がないようですので、以上で教育長諸報告を終わりま

す。 

 次に、議事に入ります。報告第６号「たつの市教育委員会事務局職

員の任免について」、事務局説明願います。 

 

報告第６号たつの市教育委員会事務局職員の任免について、緊急を

要したため、たつの市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規

則第４条第２項の規定により、事務を臨時に代理したのでこれを報告

し、承認を求めるものです。詳細は資料の職員異動発令名簿等を参照

ください。以上です。 

 

以上のことについて、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第６号は、原案

のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、報告第６号は原案のとおり承認い

たしました。続いて、報告第７号「たつの市教育委員会事務局組織の

一部を改正する規則制定について」、事務局説明願います。 

 

報告第７号たつの市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

規則制定について、緊急を要したため、たつの市教育委員会の権限の

一部を教育長に委任する規則第４条第２項の規定により、事務を臨時

に代理したのでこれを報告し、承認を求めるものです。改正の内容と

しては、（仮称）はりま新宮小中一貫校の建設を着実に実施するため、

推進体制の強化を図るに当たり、事務を明確化するため、教育環境整

備課環境整備係の業務の内容に、小中一貫校の整備について明記する

ものです。改正文や新旧対照表については資料をご覧ください。以上

です。 

 

小中一貫校建設担当課長という職を置くということについては総

務課で定めていると思いますが、この事務局組織規則は、どの部署が

どのような業務を所管するかということを定めているものです。今回

の改正は、小中一貫校の整備に関することについて、教育環境整備課

が所管するということを明記するものになります。 

以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第７号は、原案

のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、報告第７号は原案のとおり承認い

たしました。続いて、報告第８号「たつの市学校給食センターの管理

運営に関する規則の一部を改正する規則制定について」と報告第９号

「たつの市学校給食費の徴収等に関する規則の一部を改正する規則

制定について」、一括して事務局説明願います。 

 

報告第８号たつの市学校給食センターの管理運営に関する規則の

一部を改正する規則制定について、緊急を要したため、たつの市教育

委員会の権限の一部を教育長に委任する規則第４条第２項の規定に

より、事務を臨時に代理したのでこれを報告し、承認を求めるもので

す。改正の内容についてですが、各学校給食センターに設置されてい

る運営委員会の任務に関し、規則第７条第１項第２号に「給食費の徴

収金額に関すること」が規定されていますが、この規定については、

保護者に課された学校給食費の徴収状況について、適切に徴収業務を

行い、滞納の解消に努めているかということを委員に確認いただくた

めの規定となっています。現在本市においては、学校給食の無償化に

取り組んでおり、今後滞納が発生する見込みが低いことから、当該条

項を削除し、施行期日について令和８年４月１日とするものです。次

に、報告第９号たつの市学校給食費の徴収等に関する規則の一部を改
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

正する規則制定についてですが、改正の内容としては、物価高騰に伴

い、令和８年度からの学校給食費の月額について、小学校は５，３０

０円から５，５００円に、中学校は５，５００円から５，８００円に

引き上げるものです。また、国における公立小学校を対象とした学校

給食費無償化のための給食費負担軽減交付金の創設に伴い、徴収の特

例として、学校給食の提供を受ける児童等の保護者であって、市内に

住所を有しない者に係る学校給食費の徴収額を、市が定める月額と交

付金の月額５，２００円との差額とすることを規定するもので、施行

期日について令和８年４月１日とするものです。以上です。 

 

報告第８号については、学校給食センターの運営委員会において、

学校給食費の徴収金額に関することを審議いただく必要がないこと

から、条文を削除するものです。次に、報告第９号については、物価

高騰により小学校、中学校ともに学校給食費を値上げするものです

が、皆さんご承知のとおり、たつの市民については無償化されていま

す。また、小学校については、国の交付金制度が創設されましたので、

区域外制度により市内の学校に通っている子について、給食費５，５

００円と交付金５，２００円の差額である３００円を保護者から徴収

することになります。 

以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

特にご発言がないようですので、採決に入ります。報告第８号及び

報告第９号については、原案のとおり承認することにご異議ございま

せんか。 

 

 ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、報告第８号及び第９号は原案のと

おり承認いたしました。次に、報告第１０号「第１９回たつの市美術

展運営委員会委員の委嘱について」、事務局説明願います。 

 

報告第１０号第１９回たつの市美術展運営委員会委員の委嘱につ

いて、緊急を要したため、たつの市教育委員会の権限の一部を教育長

に委任する規則第４条第２項の規定により、事務を臨時に代理したの

でこれを報告し、承認を求めるものです。内容については、資料のと

おり１２名の運営委員を委嘱するものです。任期については、令和８

年４月１７日から令和９年３月３１日までとしています。以上です。 

 

 １２名の方々については、令和７年度から継続して委員を引き受け

ていただきました。 

以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第１０号は、原

案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、報告第１０号は原案のとおり承認
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いたしました。続いて、報告第１１号「たつの市室津民俗館専門委員

の委嘱について」と報告第１２号「たつの市室津海駅館専門委員の委

嘱について」は、関連がありますので、一括して事務局説明願います。 

 

報告第１１号たつの市室津民俗館専門委員の委嘱について、緊急を

要したため、たつの市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規

則第４条第２項の規定により、事務を臨時に代理したのでこれを報告

し、承認を求めるものです。また、報告第１２号たつの市室津海駅館

専門委員の委嘱についても同様の理由により、これを報告し承認を求

めるものです。資料のとおり、民俗館の専門委員と海駅館の専門委員

は同じ方となっており、委員長は嶋屋友の会事務局長の柏山さんにお

願いしています。任期は令和８年４月１日から令和１０年３月３１日

までの２年間となっています。以上です。 

 

皆さん継続して委員になっていただいているのでしょうか。 

 

ほとんどの方が継続ですが、委員名簿の一番下、室津女性部は２年

で担当が変わるということもあり、新しい方に就任いただいています 

 

民俗館と海駅館は、同じ室津地域にあり、タイアップしてイベント

を開催することも多いことから、それぞれの専門委員として同じ方に

就任いただいているところです。 

以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第１１号及び報

告第１２号は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、報告第１１号及び報告第１２号は

原案のとおり承認いたしました。続いて、報告第１３号「たつの市伝

統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について」、事務局説明

願います。 

 

報告第１３号たつの市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の

委嘱について、緊急を要したため、たつの市教育委員会の権限の一部

を教育長に委任する規則第４条第２項の規定により、事務を臨時に代

理したのでこれを報告し承認を求めるものです。今回新たに末廣卓也

さんを委嘱することとし、選出区分としては、関係地域を代表する者

として龍野地区連合自治会からの選出、任期は令和８年４月１日から

令和８年７月３１日までで、前任者の残任期間となります。次ページ

に新旧の名簿を添付していますのでご覧ください。経緯について説明

します。副会長を務めていただいている真田忠敏さんは、関係地域を

代表する者のうち、龍野地区連合自治会の会長という立場で就任いた

だいていました。しかしながら、この会長職を辞されたことから、代

わりに龍野地区連合自治会副会長の末廣卓也さんに新たに就任いた

だくことになりました。一方で、真田さんは龍野町並み保存会の副会
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長でもあることから、審議会の委員として残っていただき、引き続き

副会長を務めていただくことになりました。結果的に、審議会の委員

が１名増となります。以上です。 

 

以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

 

結局のところ、真田さんは選出される立場が変わったものの、引き

続き委員を継続されるということですね。 

 

はい、おっしゃるとおりです。 

 

ほかにご発言がないようですので、採決に入ります。報告第１３号

は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、報告第１３号は原案のとおり承認

いたしました。次に、報告第１４号「たつの市スポーツ推進委員の解

嘱及び委嘱について」、事務局説明願います。 

 

報告第１４号たつの市スポーツ推進委員の解嘱及び委嘱について、

緊急を要したため、たつの市教育委員会の権限の一部を教育長に委任

する規則第４条第２項の規定により、事務を臨時に代理したのでこれ

を報告し、承認を求めるものです。内容としては、横田祐介さんを解

嘱し、新たに横田充代さんを委嘱するものです。任期は残任期間の令

和８年４月１日から令和９年９月３０日までとなっています。以上で

す。 

 

以上のことにつきまして、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

ご発言がないようですので、採決に入ります。報告第１４号は、原

案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

 ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、報告第１４号は原案のとおり承認

いたしました。続いて、議案第８号「たつの市指定文化財の指定につ

いて」、事務局説明願います。 

 

議案第８号たつの市指定文化財の指定について、たつの市文化財保

護条例第４条第１項の規定により、下記の物件をたつの市指定文化財

に指定するものです。名称は紙本手書手彩 龍野惣絵図、種別として

は有形文化財（歴史資料）、員数は１舗、指定する理由としては、た

つの市文化財保護審議会の答申によるものです。添付の資料により説

明します。現在知られている龍野城下町絵図のうち、最も大きく詳細

な絵図であり、平成２６年にたつの市が龍野神社の関係者から購入し

たものです。龍野城下町の全体を、一間を一分とする縮尺、約６００
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分の１のサイズで正確に描き、色の塗り分けにより土地の用途が示さ

れています。鶏籠山と白鷺山は、紙を貼り合わせることで絵が立ち上

がる立体的な構造となっているほか、植生も詳しく描き分けるなど、

自然環境の描写も緻密で、環境空間の復元などにも有用な絵図となっ

ています。土地ごとの間口と奥行きの寸法、住人の名前なども書き込

まれ、借家の場合には家の持ち主と借り主の名前なども併記されてい

ます。特に、町屋と長屋には建物の寸法まで書き込まれ、町人町を含

む龍野城下町の全体について、具体的な居住内容まで記載された絵図

は類例がなく、とても貴重なものです。寛政１０年以降に敷地の区画

や居住内容が変化した場所は、貼り紙で修正されており、それらに記

載された内容から、この絵図が天保期前半、１８３０年代まで使用さ

れていたと考えられます。このように、歴史的な町割りや土地利用、

その変遷が示された絵図は歴史上価値が高く、また、一部の家屋が現

存しており、絵図の情報と現況を比較することができる点で学術上も

価値が高いものであるとの答申をいただいています。絵図の大きさは

幅が４ｍ、一部の箇所が飛び出す絵本のような立体的な構造となって

います。答申の全文については資料のとおりです。以上です。 

 

審議会では、現物を実際に委員の皆さんに見ていただき、歴史的に

も学術的にも価値が高いものだと言っていただきました。文化財とし

て指定後、一般公開を予定していると思いますが、時期はいつ頃でし

ょうか。 

 

秋の特別展で展示を予定しています。 

 

レプリカが展示されていると聞きましたが。 

 

はい、レプリカについては資料館で常設展示していますが、これは

立体的なものではなく、平面図になります。 

 

委員の皆さんには、ぜひ秋の特別展で現物をご覧いただきたいと思

います。 

それでは、この絵図を文化財として指定することについてご異議等

はございませんか。 

 

＜ 異議なしの声 ＞ 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第８号は原案のとおり承認い

たしました。 

以上で公開案件の審議は終わり、ここから非公開案件の審議に移り

ます。 

 

＜ 非公開案件の審議 ＞ 

 

続いて、自由討議に入ります。何か討議事項をお持ちの方はいらっ

しゃいませんか。 
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新宮地域小中一貫校建設工事の説明の際、中東情勢により資材が入

りにくいとの話がありました。個人的な話になりますが、お風呂のリ

フォームを業者に相談したところ、資材がなく、そもそも受付自体で

きないと言われました。仕上げの工程で使用する塗料が手に入りにく

くなっているそうです。そのようなこともあって、小中一貫校の工事

の進捗が少し気になるところです。 

 

中東情勢については、なかなか先が見えない状況であるように思い

ます。現在は停戦状態だそうですが、終結に向かうのかどうか、まだ

しばらくは時間がかかりそうです。小中一貫校のほか、龍野東中学校

武道場の改築工事にも少なからず影響があるように思います。小中一

貫校の方はある程度資材を確保していただいているようですので、連

絡を密にしながら進めていただきたいと思います。担当課長から何か

話はありますか。 

 

今一番問題なのが、パイプ類や防水関係の材料が枯渇しつつあると

聞いています。梅雨時期が来ると、小中学校の雨漏り等の修繕にも影

響があるかもしれません。また、パイプ類が手に入りにくくなってい

ますので、漏水などの修繕の対応に時間がかかる可能性も考えられる

ところです。 

 

それでは、これで自由討議を終わります。 

次に、次回以降の教育委員会定例会の開催予定日について、事務局

説明願います。 

 

 

＜ 次回、次々回の開催日程の調整 ＞ 

 

 

以上で令和８年第４回たつの市教育委員会定例会の日程は、全て終

了しました。これをもちまして閉会します。 

 

 

 

 

 

午後３時０５分終了 
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